
真野北市民センターほか自動体外式除細動器（ＡＥＤ）等賃貸借（リース）の入札 

に係る質問に対する回答 

 

令和８年７月３日 

 

 

  入札参加者各位 

 

大津市長 佐藤 健司 

 

標記入札に係る質問書の提出がございましたので、下記のとおり回答します。 

 

 

質問に関する 

事項の記載箇所 

（仕様書の頁等） 

 

質問 回答 

１ 契約書案-第13条 

付保する動産総合保険は、ソフトウェア及び地震・津波・噴

火等の天災は保険事故の対象外とし、屋内（建物内）での物

件の使用を前提とする、賃貸借期間で逓減する一般的な動産

総合保険でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

２ 
仕様書 7.仕様表

内⑥ 

「電源が入ると・・・・リズム音もスタートすること」とあ

りますが、胸骨圧迫の必要なタイミングでリズム音をスター

トさせる機能を有したものでよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。胸骨圧迫の際にリズム音（1分間に1

00～120回のピッチ音）が流れる機能を有している必要があ

ります。 

３ 

仕様書 7.仕様表

内2 付属物品(3)

レスキューキット 

レスキューキット内訳にカミソリとありますが、脱毛テープ

でも可能でしょうか。救命時カミソリですとパッド貼り付け

箇所の体表を傷つけてしまうリスクがあり、万が一出血した

際にはパッドを貼り付けできず、心電図の解析が進まない可

能性がございます。 

付属物品として求めているのはレスキューキットであり、ハ

サミ等はその内訳の例示です。レスキューキットの内訳とし

て例示されたもの、もしくはその代替となるものが必要とな

ります。 



４ 

仕様書 7.仕様表

内2 付属物品（7）

AED収納ボックス 

② 

「視認性に優れ、・・・」とありますが、固定バンドがありま

すと瞬時にAEDを取り出すことができず救命の妨げになる可

能性がございます。また弊社のAEDボックスはボックス内の

スペースを十分確保しており、転落等の危険性は低いと考え

ますので、固定バンドが必須でなくてもよろしいでしょう

か。 

固定バンドは安全性に優れていることを示す例の一つであ

り、必須ではありません。 

 ただしボックス内のスペースを十分確保する等、その他の

代替手段によって安全性を確保する必要があります。 

 


